
目

次

担

当

課

（

室

）

発

行

岡

山

県

○

土

地

改

良

事

業

施

行

認

可

申

請

の

縦

覧

〃

○

土

地

改

良

事

業

の

工

事

完

了

〃

目

次

担

当

課

（

室

）

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

【

告

示

】

○

〃

〃

○

平

成

二

十

八

年

度

自

衛

官

募

集

（

航

空

学

生

）

危

機

管

理

課

○

平

成

二

十

八

年

度

自

衛

官

募

集

（

一

般

曹

候

補

〃

生

）

○

平

成

二

十

八

年

度

自

衛

官

募

集

（

自

衛

官

候

補

〃

生

）

○

優

良

図

書

の

推

奨

男

女

共

同

参

画

青

少

年

課

○

有

害

図

書

の

指

定

〃

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

の

辞

退

○

土

地

改

良

事

業

計

画

の

変

更

の

認

可

耕

地

課

○

保

安

林

の

指

定

予

定

治

山

課

○

漁

船

保

険

付

保

義

務

の

消

滅

水

産

課

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設

立

認

証

の

申

請

県

民

生

活

交

通

課

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

〃

申

請

○

〃

〃

○

〃

〃

○

土

地

改

良

区

の

定

款

変

更

の

認

可

耕

地

課

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号

防
衛
省
に
お
い
て
採
用
す
る
自
衛
官
の
う
ち
航
空
学
生
の
平
成
二
十
八
年
度
募
集
の
要
領
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

採
用
自
衛
官
の
区
分

航
空
学
生
（
男
子
・
女
子
）

二

応
募
資
格

１

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
現
在
十
八
歳
以
上
二
十
一
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
で
、
か

つ
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
欠
格

条
項
に
該
当
し
な
い
も
の

２

高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
卒
業
者
（
平
成
二
十
九
年
三
月
卒
業
見
込
み
の
者
を
含
む

）
。

３

２
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
文
部
科
学
大
臣
が
認
め
た
者

４

高
等
専
門
学
校
第
三
学
年
次
修
了
者
（
平
成
二
十
九
年
三
月
修
了
見
込
み
の
者
を
含
む

）
。

三

受
付
期
間

１

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
八
日
ま
で

２

平
成
二
十
九
年
三
月
の
高
等
学
校
卒
業
予
定
者
又
は
中
等
教
育
学
校
卒
業
予
定
者
の
受
付
に
つ

い
て
は
、
１
に
か
か
わ
ら
ず
、
文
部
科
学
・
厚
生
労
働
両
省
か
ら
示
さ
れ
た
期
日
以
降
と
す
る
。

四

採
用
試
験
種
目

１

第
一
次
試
験

筆
記
試
験
及
び
適
性
検
査

２

第
二
次
試
験

航
空
身
体
検
査
、
口
述
試
験
及
び
適
性
検
査

３

第
三
次
試
験

海
上
自
衛
隊

航
空
身
体
検
査
（
一
部
）

（１）

航
空
自
衛
隊

操
縦
適
性
検
査
及
び
医
学
適
性
検
査

（２）

五

志
願
票
の
請
求
及
び
提
出
先

市
役
所
、
町
村
役
場
、
自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
又
は
同
本
部
出
張
所
等

六

採
用
試
験
期
日

１

第
一
次
試
験

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
二
日

２

第
二
次
試
験

平
成
二
十
八
年
十
月
十
五
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で
の
う
ち
指
定
す
る
一
日

３

第
三
次
試
験
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海
上
自
衛
隊

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
四
日
ま
で
の
う
ち
指
定

（１）
す
る
一
日

航
空
自
衛
隊

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
五
日
ま
で
の
う
ち
指
定

（２）
す
る
期
間

七

試
験
場

１

第
一
次
試
験

岡
山
第
二
合
同
庁
舎
（
岡
山
市
北
区
下
石
井
）

２

第
二
次
試
験

第
一
次
試
験
の
合
格
通
知
で
指
定
す
る
場
所

３

第
三
次
試
験

海
上
自
衛
隊

自
衛
隊
呉
病
院
（
広
島
県
呉
市
）
そ
の
他
六
箇
所

（１）

航
空
自
衛
隊

静
浜
基
地
（
静
岡
県
焼
津
市
）

（２）

防
府
北
基
地
（
山
口
県
防
府
市
）

八

採
用
予
定
月

平
成
二
十
九
年
三
月
下
旬
か
ら
同
年
四
月
上
旬
ま
で
の
間

九

全
国
採
用
予
定
人
数
（
平
成
二
十
七
年
度
参
考
）

１

海
上
自
衛
隊

約
七
十
名
（
う
ち
女
子
若
干
名
）

２

航
空
自
衛
隊

約
五
十
名
（
男
女
の
区
分
な
く
決
定
）

十

そ
の
他

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
役
所
若
し
く
は
町
村
役
場
又
は
次
に
掲
げ
る
自
衛
隊
岡
山
地
方
協

力
本
部
若
し
く
は
同
本
部
出
張
所
等
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部

〇
八
六

二
二
六

〇
三
六
一

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
津
山
出
張
所

〇
八
六
八

二
二

五
六
三
七

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
倉
敷
地
域
事
務
所

〇
八
六

四
二
二

七
三
五
八

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
高
梁
地
域
事
務
所

〇
八
六
六

二
二

二
三
一
四

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
岡
山
募
集
案
内
所

〇
八
六

二
二
四

二
八
二
四

－
－

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p
/
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号

防
衛
省
に
お
い
て
採
用
す
る
自
衛
官
の
う
ち
一
般
曹
候
補
生
の
平
成
二
十
八
年
度
募
集
の
要
領
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

採
用
自
衛
官
の
区
分

一
般
曹
候
補
生
（
男
子
・
女
子
）

二

応
募
資
格

、

、

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
現
在
十
八
歳
以
上
二
十
七
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
で

か
つ

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
に

該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

三

受
付
期
間

１

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
八
日
ま
で

２

平
成
二
十
九
年
三
月
の
高
等
学
校
卒
業
予
定
者
又
は
中
等
教
育
学
校
卒
業
予
定
者
の
受
付
に
つ

い
て
は
、
１
に
か
か
わ
ら
ず
、
文
部
科
学
・
厚
生
労
働
両
省
か
ら
示
さ
れ
た
期
日
以
降
と
す
る
。

四

採
用
試
験
種
目

１

第
一
次
試
験

筆
記
試
験
及
び
適
性
検
査

２

第
二
次
試
験

口
述
試
験
及
び
身
体
検
査

五

志
願
票
の
請
求
及
び
提
出
先

市
役
所
、
町
村
役
場
、
自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
又
は
同
本
部
出
張
所
等

六

採
用
試
験
期
日

１

第
一
次
試
験

平
成
二
十
八
年
九
月
十
六
日
及
び
同
月
十
七
日
の
う
ち
指
定
す
る
一
日

２

第
二
次
試
験

平
成
二
十
八
年
十
月
六
日
か
ら
同
月
十
二
日
ま
で
の
う
ち
指
定
す
る
一
日

七

試
験
場

１

第
一
次
試
験

岡
山
第
二
合
同
庁
舎
（
岡
山
市
北
区
下
石
井
）

（１）

Ｔ
Ｋ
Ｐ
岡
山
会
議
室
（
岡
山
市
北
区
磨
屋
町
）

（２）

高
梁
市
文
化
交
流
館
（
高
梁
市
原
田
北
町
）

（３）

津
山
圏
域
雇
用
労
働
セ
ン
タ
ー
（
津
山
市
山
下
）

（４）
２

第
二
次
試
験
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陸
上
自
衛
隊
三
軒
屋
駐
屯
地
（
岡
山
市
北
区
宿
）

（１）

岡
山
第
二
合
同
庁
舎
（
岡
山
市
北
区
下
石
井
）

（２）

八

採
用
予
定
月

平
成
二
十
九
年
三
月
下
旬
か
ら
同
年
四
月
上
旬
ま
で
の
間

九

全
国
採
用
予
定
人
数
（
平
成
二
十
七
年
度
参
考
）

１

陸
上
自
衛
隊

約
二
千
六
百
七
十
名
（
う
ち
女
子
約
二
百
名
）

２

海
上
自
衛
隊

約
千
名
（
う
ち
女
子
約
四
十
名
）

３

航
空
自
衛
隊

約
七
百
五
十
名
（
男
女
の
区
分
な
く
決
定
）

十

そ
の
他

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
役
所
若
し
く
は
町
村
役
場
又
は
次
に
掲
げ
る
自
衛
隊
岡
山
地
方
協

力
本
部
若
し
く
は
同
本
部
出
張
所
等
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部

〇
八
六

二
二
六

〇
三
六
一

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
津
山
出
張
所

〇
八
六
八

二
二

五
六
三
七

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
倉
敷
地
域
事
務
所

〇
八
六

四
二
二

七
三
五
八

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
高
梁
地
域
事
務
所

〇
八
六
六

二
二

二
三
一
四

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
岡
山
募
集
案
内
所

〇
八
六

二
二
四

二
八
二
四

－
－

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
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o
d
.
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o
.
j
p
/
p
c
o
/
o
k
a
y
a
m
a
/

平成２８年８月５日　岡山県公報　第１１８１０号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
三
号

防
衛
省
に
お
い
て
採
用
す
る
自
衛
官
の
う
ち
自
衛
官
候
補
生
の
平
成
二
十
八
年
度
募
集
の
要
領
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

採
用
自
衛
官
の
区
分

自
衛
官
候
補
生
（
男
子
・
女
子
）

二

応
募
資
格

採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
十
八
歳
以
上
二
十
七
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
で
、
か
つ
、
自

衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
に
該

当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

三

受
付
期
間

１

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
八
日
ま
で

２

平
成
二
十
九
年
三
月
の
高
等
学
校
卒
業
予
定
者
又
は
中
等
教
育
学
校
卒
業
予
定
者
の
受
付
に
つ

い
て
は
、
１
に
か
か
わ
ら
ず
、
文
部
科
学
・
厚
生
労
働
両
省
か
ら
示
さ
れ
た
期
日
以
降
と
す
る
。

四

採
用
試
験
種
目

１

筆
記
試
験

２

口
述
試
験

３

適
性
検
査

４

身
体
検
査

五

志
願
票
の
請
求
及
び
提
出
先

市
役
所
、
町
村
役
場
、
自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
又
は
同
本
部
出
張
所
等

六

採
用
試
験
期
日

１

男
子

平
成
二
十
八
年
九
月
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で
の
う
ち
指
定
す
る
一
日

２

女
子

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で
の
う
ち
指
定
す
る
一
日

七

試
験
場

１

男
子岡

山
第
二
合
同
庁
舎
（
岡
山
市
北
区
下
石
井
）

（１）

陸
上
自
衛
隊
三
軒
屋
駐
屯
地
（
岡
山
市
北
区
宿
）

（２）

陸
上
自
衛
隊
日
本
原
駐
屯
地
（
勝
田
郡
奈
義
町
）

（３）
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津
山
圏
域
雇
用
労
働
セ
ン
タ
ー
（
津
山
市
山
下
）

（４）
２

女
子岡

山
第
二
合
同
庁
舎
（
岡
山
市
北
区
下
石
井
）

（１）

陸
上
自
衛
隊
三
軒
屋
駐
屯
地
（
岡
山
市
北
区
宿
）

（２）

八

採
用
予
定
月

平
成
二
十
九
年
三
月
下
旬
か
ら
同
年
四
月
上
旬
ま
で
の
間

九

採
用
予
定
人
数

１

平
成
二
十
八
年
度
全
国
採
用
予
定
人
数

陸
上
自
衛
隊

約
七
千
百
二
十
名
（
う
ち
女
子
約
五
百
七
十
名
）

（１）

海
上
自
衛
隊

約
千
二
十
名
（
う
ち
女
子
約
百
二
十
名
）

（２）

航
空
自
衛
隊

約
千
三
百
五
十
名
（
う
ち
女
子
約
八
十
名
）

（３）
２

平
成
二
十
七
年
度
岡
山
県
採
用
実
績
（
参
考
）

陸
上
自
衛
隊

七
十
九
名
（
う
ち
女
子
七
名
）

（１）

海
上
自
衛
隊

二
十
一
名
（
う
ち
女
子
二
名
）

（２）

航
空
自
衛
隊

二
十
八
名
（
う
ち
女
子
一
名
）

（３）

十

そ
の
他

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
役
所
若
し
く
は
町
村
役
場
又
は
次
に
掲
げ
る
自
衛
隊
岡
山
地
方
協

力
本
部
若
し
く
は
同
本
部
出
張
所
等
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部

〇
八
六

二
二
六

〇
三
六
一

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
津
山
出
張
所

〇
八
六
八

二
二

五
六
三
七

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
倉
敷
地
域
事
務
所

〇
八
六

四
二
二

七
三
五
八

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
高
梁
地
域
事
務
所

〇
八
六
六

二
二

二
三
一
四

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
岡
山
募
集
案
内
所

〇
八
六

二
二
四

二
八
二
四

－
－

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p
/
p
c
o
/
o
k
a
y
a
m
a
/
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
四
号

。

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
九
号

第
七
条
の
規
定
に
よ
り

青
少
年
の
健
全
な
育
成
の
た
め
特
に
有
益
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
図
書
を
次
の
と
お
り
推
奨
す
る

）
（

、

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

番
号

図
書

名
著

者
発

行
所

対
象

１
ま
だ
か
な

ま
だ
か
な

竹
下

文
子

作
ポ
プ
ラ
社

幼
児

え
が
し
ら

み
ち
こ

絵

２
う
ど
ん
対
ラ
ー
メ
ン

田
中

六
大

作
講

談
社

小
学
生
（
低
）

３
お
ば
け
や
さ
ん
６

は
じ
め
て
の
お
み
せ
ば
ん
で
す

お
か
べ

り
か

作
偕

成
社

〃
（
中
）

４
サ
バ
ン
ナ
を
生
き
る

ゾ
ウ
の
こ
ど
も

ガ
ブ
リ
エ
ラ
・
シ
ュ
テ
ー
プ
ラ
ー

写
真
・
文

徳
間
書
店

〃
（
中
）

た
か
は
し

ふ
み
こ

訳

５
な
る
ほ
ど
！
お
金
の
は
な
し

マ
ー
テ
ィ
ン
・
ジ
ェ
ン
キ
ン
ス

文
Ｂ
Ｌ
出
版

中
学

生

き
た
む
ら

さ
と
し

絵

吉
井

一
美

訳

６
七
十
二
歳
の
卒
業
制
作

学
ぶ
こ
と
、
書
く
こ
と
、
生
き
る
こ
と

田
村

せ
い
子

作
福
音
館
書
店

中
学

生

岡
本

よ
し
ろ
う

画

７
ア
ポ
リ
ア

明
日
の
風

い
と
う

み
く

作
童

心
社

中
学

生

平成２８年８月５日　岡山県公報　第１１８１０号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
五
号

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
九
号

第
十
条
第
一
項
の
規

）
（

定
に
よ
り

青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
図
書
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

、

。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番
号

種
別

名
称

発
行
者
等

１
月
刊
誌

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

８
月
号

鉄
人

社

２
〃

チ
ャ
ン
プ
ロ
ー
ド

７
月
号

笠
倉
出
版
社

３
〃

恋
愛
白
書
パ
ス
テ
ル

７
月
号

宙
出

版

４
〃

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ

８
月
号

ミ
リ
オ
ン
出
版

平成２８年８月５日　岡山県公報　第１１８１０号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

辞
退
年
月
日

し
も
が
た
薬
局

真
庭
市
下
方
五
八
四
番
地
一

平
成
二
十
八
年
七
月
十
五
日

平成２８年８月５日　岡山県公報　第１１８１０号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

改
良
事
業
（
計
画
の
変
更
）
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
事
業
を
行
う
者
の
名
称

勝
英
土
地
改
良
区

二

地
区
名

勝
田
郡
奈
義
町
柿

〃

〃

頓
地

津
山
市
原

美
作
市
余
野

〃

西
町

〃

御
門
南

〃

河
内

〃

美
久
津

〃

向
原

〃

馬
形

〃

宗
掛

勝
田
郡
勝
央
町
神
五
郎

〃

〃

下
町
川
西

〃

〃

下
町
川
東

〃

〃

高
根

〃

〃

河
原

〃

〃

大
鳴

〃

〃

中
石
生

〃

〃

河
原
五
部

〃

〃

豊
上

〃

〃

美
野
北

〃

〃

美
野
立
石

平成２８年８月５日　岡山県公報　第１１８１０号



〃

〃

豊
中

〃

〃

豊
西

〃

〃

美
野
南

〃

〃

曾
井

〃

〃

豊
下

〃

〃

芝
尾

〃

〃

上
香
山

〃

〃

下
石
生

〃

〃

植
月
東

〃

〃

高
屋

〃

〃

鳥
羽
野

〃

〃

田
中

〃

〃

平
広

〃

〃

下
村

〃

〃

植
月
中

〃

〃

岡
黒
土

〃

〃

畑
屋

〃

〃

為
本

美
作
市
田
殿

〃

広
山

〃

四
ノ
谷

〃

下
香
山

〃

上
相

〃

中
尾
東

〃

中
尾
西

〃

明
見

〃

奥
大
谷

三

認
可
年
月
日

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
一
日

平成２８年８月５日　岡山県公報　第１１８１０号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

総
社
市
原
字
上
細
瀬
一
の
九
、
字
塩
垣
一
五
八
四
の
一

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
総
社
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

「

覧
に
供
す
る

）
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
九
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

、

、

（

）

り

次
の
加
入
区
に
つ
い
て

平
成
二
十
四
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
二
十
五
号

乙
島
・
柏
崎
加
入
区

に
よ
る
指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
は
、
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
三
日
限
り
、
消

滅
し
た
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

加
入
区
の
名
称

乙
島
・
柏
崎
加
入
区

平成２８年８月５日　岡山県公報　第１１８１０号



〔
三
二
六
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｇ
Ｏ

Ｙ
ａ

－

三

代
表
者
の
氏
名

藤
井

剛

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

浅
口
市
鴨
方
町
鴨
方
一
七
三
九
番
地
九
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
浅
口
地
域
子
育
て
中
の
家
族
に
対
し
て
支
援
お
よ
び
地
域
に
お
け
る
子
育
て
・
子

育
ち
環
境
の
向
上
に
資
す
る
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
次
世
代
の
健
全
な
育
成
に
寄
与
し
、
希
望

に
満
ち
溢
れ
た
社
会
を
創
造
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

平成２８年８月５日　岡山県公報　第１１８１０号



〔
三
二
七
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
心
の
扉

三

代
表
者
の
氏
名

長
谷
川
香
織

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
東
区
可
知
五
丁
目
五
〇
番
地
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
「
心
の
病
」
を
抱
え
た
当
事
者
、
家
族
、
又
学
校
に
行
か
な
い
子
供
達
と
家
族
に

対
し
て
、
生
活
支
援
、
相
談
、
交
流
、
研
修
、
啓
発
活
動
等
の
事
業
を
行
い
、
多
く
の
市
民
の
方
々

と
共
に
互
い
に
学
び
あ
い
、
互
い
に
支
え
あ
っ
て
生
き
る
豊
か
な
地
域
を
作
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
社
員
の
資
格
の
得
喪
に
関
す
る
事
項
、
役
員
に
関
す
る
事
項
、
会
議

に
関
す
る
事
項
及
び
定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項
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〔
三
二
八
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
倉
敷
子
育
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
た
ん
ぽ
ぽ
フ
ァ
ミ
リ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

虫
明
さ
と
み

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
玉
島
乙
島
一
一
〇
五

一
〇

－

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
妊
産
婦
や
子
育
て
中
の
母
親
に
対
し
て
子
育
て
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地

域
と
社
会
の
福
祉
の
増
進
を
図
り
、
広
く
公
益
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
種
類
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〔
三
二
九
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ｅ
倶
楽
部

三

代
表
者
の
氏
名

入
屋

健
二

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

赤
磐
市
桜
が
丘
西
一
丁
目
二
八
番
三
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
岡
山
県
内
外
の
不
特
定
多
数
の
国
民
・
団
体
に
対
し
、
社
会
技
術
の
啓
発
と
伝
承

及
び
、
企
業
、
行
政
、
大
学
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
に
よ
り
、
快
適
な
自
然
環
境
の
保
護
・
再

生
と
健
康
で
豊
か
な
社
会
を
構
築
す
る
と
い
う
公
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

役
員
に
関
す
る
事
項
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〔

〕

（

）

、

三
三
〇

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

勝
英
土
地
改
良
区

二

認
可
年
月
日

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
八
日
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〔
三
三
一
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
新
規
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
つ
い
て
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
岡
山
県
備
前
県
民
局
長
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
者

高
崎
土
地
改
良
区

二

地
区
名

赤
羽
根
新
開
水
路
（
非
補
助
土
地
改
良
（
か
ん
が
い
排
水
）
事
業
）

三

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
区
定
款

事
業
計
画
書

四

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

五

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
備
前
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
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〔
三
三
二
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

事

業

主

体

地

区

名

工

種

完
了
年
月
日

高
崎
土
地
改
良
区

汐

廻

丘

１

番

農

道

舗

装

二
八
・

七
・

八
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〔
三
三
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
南
溝
手
字
野
荒
四
一
八

六

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
中
央
三
丁
目
一
三

一
一
二
ア
ー
バ
ン
コ
ー
ト
Ｃ
一
〇
二

－

三
島

武
志

三
島

英
美

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
六
九
号
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〔
三
三
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
金
井
戸
字
南
国
府
東
三
六
七

三

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
門
田
九
五
六

二
エ
テ
ル
ノ
ヴ
ィ
ラ
二
〇
五
号

－

坂
本

浩
二

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
八
二
号
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